
平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日
提
出

質

問

第

五

八

号

「
公
益
法
人
制
度
改
革
」
に
係
る
公
益
法
人
認
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

吉

野

正

芳

58



「
公
益
法
人
制
度
改
革
」
に
係
る
公
益
法
人
認
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
件
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
の
「
行
政
改
革
大
綱
」
（
閣
議
決
定
）
以
来
、
数
々
の
各
人
の
御
努
力
で
そ
の
推
進

が
図
ら
れ
て
き
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
本
件
制
度
改
革
の
目
的
は
、
民
間
非
営
利
部
門
を
し
て
日
本
の
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
の
中
で
そ
の
活
動
の
健
全

な
発
展
を
促
進
さ
せ
る
た
め
に
、
行
政
委
託
型
公
益
法
人
を
含
め
て
一
八
九
六
年
（
明
治
二
十
九
年
）
の
民
法
で
定
め
ら
れ
て

い
た
公
益
法
人
制
度
を
抜
本
的
に
見
直
す
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
公
益
法
人
制
度
を
抜
本
的
に
改
革
す
る
た
め
、
二
〇
〇
六
年
三

月
に
「
公
益
法
人
制
度
改
革
関
連
三
法
案
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
同
年
五
月
に
第
一
六
四
回
通
常
国
会
に
お
い
て
法
案
が
成
立

し
た
。
そ
の
後
、
公
益
認
定
等
委
員
会
の
発
足
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
制
定
等
が
あ
り
、
同
法
は
二
〇
〇
八
年
十
二
月
か
ら
施
行

さ
れ
新
制
度
に
移
行
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
前
提
で
こ
の
よ
う
な
改
革
の
円
滑
な
進
捗
を
期
待
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
昨
今
の
新
聞
報
道
等
に
よ
る
と
直
接
は
公

益
認
定
作
業
の
遅
れ
に
よ
り
新
制
度
へ
の
移
行
が
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
残
念
な
状
況
に
あ
る
こ
と
が
聞
こ
え
て
き
た
。
確
か

に
国
・
地
方
自
治
体
合
わ
せ
て
二
万
五
千
団
体
に
上
る
所
管
公
益
法
人
の
数
に
比
較
し
て
事
務
局
の
体
制
が
不
十
分
で
あ
る
等

の
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。
な
お
、
当
面
国
所
管
の
七
千
団
体
に
つ
い
て
お
答
え
頂
き

一



た
い
。

一

公
益
法
人
は
二
〇
一
三
年
十
一
月
ま
で
に
新
法
人
へ
の
移
行
を
申
請
し
、
認
定
ま
た
は
認
可
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
現
在

の
認
定
委
員
会
事
務
局
の
体
制
・
作
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
そ
れ
に
対
応
で
き
て
い
る
の
か
。

二

公
益
認
定
作
業
が
遅
れ
た
結
果
、
終
盤
に
申
請
が
殺
到
し
て
処
理
し
き
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
前
項
に
関
す
る
見
通
し
に

不
安
が
あ
る
と
も
聞
い
て
い
る
。
申
請
見
通
し
調
査
等
は
実
施
し
て
い
る
の
か
。
あ
る
な
ら
示
し
て
頂
き
た
い
。

三

一
方
、
既
に
公
益
認
定
の
申
請
を
行
っ
た
法
人
か
ら
は
申
請
に
対
す
る
認
定
見
通
し
が
見
え
て
こ
な
い
と
い
う
不
安
を
聞

い
て
い
る
。
現
在
の
申
請
数
及
び
既
に
認
可
さ
れ
た
法
人
数
は
如
何
。

四

行
政
手
続
法
に
い
う
標
準
処
理
期
間
（
第
六
条
関
係
）
、
申
請
に
対
す
る
審
査
・
応
答
（
第
七
条
関
係
）
、
情
報
の
提
供

（
第
九
条
関
係
）
等
の
対
応
は
十
分
さ
れ
て
い
る
か
。

五

個
別
の
申
請
法
人
か
ら
「
認
可
は
年
度
末
二
週
間
以
内
に
し
て
欲
し
い
」
旨
の
要
望
が
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、

年
度
途
中
の
認
可
だ
と
そ
の
時
点
か
ら
二
週
間
以
内
に
登
記
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
そ
の
た
め
に
は
旧
法
人
の
決
算
、
新
法

人
の
予
算
作
成
等
の
業
務
が
発
生
す
る
こ
と
と
な
り
、
臨
時
総
会
等
を
開
催
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
で
な
く

て
も
限
ら
れ
た
人
材
で
運
営
さ
れ
、
赤
字
ス
レ
ス
レ
・
節
約
最
優
先
の
公
益
法
人
に
と
っ
て
、
つ
ら
い
支
出
と
思
わ
れ
る
。

二



各
申
請
法
人
が
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
認
可
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
要
望
を
反
映
し
て
や
る
の
が
生
き
た
法
律
の
運
用
と
思
う
が
、

政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


